
第 26号 平成13年 6月 1日

上忙臓
瓢

Pヽ,よ と
大手0町文イヒ財保護協会発行

昭
和
四
十
七
年
大
和
町
文
化
財
保

護
協
会
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
二
十
年

に
な
る
。
三
十
と
い
う
年
月
は
長
い

よ
う
で
短
い
し
、
短
い
よ
う
で
結
構

長
い
よ
う
に
思
え
る
。
筆
者
は
、
昭

和
四
十
七
年
四
月
に
大
和
村
史
編
集

委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
村
史
編
集
室
勤

務
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
が
、

文
化
財
の
事
務
も
兼
務
す
る
よ
う
に

言
わ
れ
た
。
当
時
私
は
、
村
史
編
集

の
こ
と
も
わ
か
ら
ず
、
ま
し
て
、
文

化
財
の
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
者

で
あ

っ
た
が
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ

く

つ
も
り
で
お
引
請
け
し
た
の
で

あ

っ
た
。
村
史
編
集
委
員
長
野
田
直

治
先
生
は
温
厚
な
方
で
あ

っ
た
し
、

編
集
委
員
の
中
の
日
置
広
雄
先
生
は

郡
上
農
林
学
校
の
先
輩
で
あ
り
、
短

歌
の
先
輩
で
あ
り
親
し
か

っ
た
の
で

大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
。
当
時
大
和

村
で
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
た
の

は
、
小
間
見
川
が
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ

ウ
オ
の
生
息
地
と
し
て
国
の
指
定
と

な

っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
先
ず
県

の
文
化
財
保
護
条
例
に
な
ら

つ
て
村

文
化
財
保
護
条
例
を
作
成
し
、
村
文

化
財
保
護
審
議
会
を
設
置
し
、
篠
脇

城
跡
を
手
始
め
に
文
化
財
に
指
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

昭
和
四
十
六
年
、
県
文
化
財
保
護

協
会
が
創
設
さ
れ
、
当
協
会
は
昭
和

四
十
七
年
に
創
設
し
た
の
で
あ

っ
た
。

当
初
会
長
は
野
田
直
治
、
副
会
長
は

畑
中
浄
園
、
森
藤
幸
の
諸
先
生
で
、

筆
者
は
書
記
を
兼
ね
た
会
計
で
年
二

回
の
研
修
旅
行
と
よ
く
臨
時
に
文
化

財
見
学
を
実
施
し
た
の
で
あ

っ
た
。

昭
和
五
十
二
年
に
は
会
員
も
八
十
名

を
越
し
、
岐
阜
県
文
化
財
保
護
協
会

大
和
支
部
を
結
成
し
、
五
十
三
年
に

は

「文
化
財
や
ま
と
」
を
刊
行
し
た
。

そ
の
後
会
員
は
昭
和
五
十
五
年
に
は

）

百
名
を
越
し
、
六
十
年
に
は
百
四
十

名
を
越
す
よ
う
に
な

っ
た
。

昭
和
五
十
三
年
「文
化
財
や
ま
と
」

を
創
刊
し
た
こ
ろ
は
会
員
諸
氏
の
投

稿
が
多
く
、
昭
和
五
十
四
年
と
五
十

六
年
に
は
年
二
回
発
刊
し
た
こ
と
も

あ

っ
た
が
、
大
体
年

一
回
刊
行
し
て

お
り
、
今
回
で
二
十
六
号
が
刊
行
で

き
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
今
回
は

た
ま
た
ま
十
ペ
ー
ジ
組
に
な

っ
た
が
、

な
る
べ
く
毎
回
十
二
ペ
ー
ジ
位
の
も

の
は
出
し
た
い
の
で
、
諸
氏
の
投
稿

を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
ま
で
の
各
号
の
巻
頭
に
は
、
野

田
会
長
が
十
四
回
、
森
藤
会
長
が
三

回
、
土
松
会
長
が
十
回
、
そ
れ
ぞ
れ

大
和
町
の
文
化
財
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
が
、
第
三
号
に
は
、
岐
阜
県
文

化
財
審
議
会
長

（岐
阜
大
学
名
誉
会

長
）
日
置
弥
三
郎
先
生
の
ご
講
演
要

旨
を
、
第
十
号
に
は
岐
阜
県
文
化
財

保
護
協
会
長
松
田
充
先
生
の
ご
講
演

要
旨
を
載
せ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
間
の
特
別
事
業
と
し

て
実
施
し
た
事
業
は
、
平
成
四
年
町

民
祭
行
事
に
併
せ
て
、
大
和
町
文
化

財
十
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て

「大

和
町
指
定
文
化
財
展
」
を
役
場
三
〇

一
号
室
に
て
開
催
で
き
た
。
こ
の
行

事
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
随
分
心

配
さ
れ
た
が
、
会
員
総
力
で
努
力
し

た
お
か
げ
で
予
想
以
上
に
盛
大
に
出

来
、
来
館
者
も
千
数
百
人
を
得
た
。

ま
た
、
平
成
五
年
に
は
、
町
民
祭

に
併
せ
て

「大
和
町
祭
り
展
」
を
役

場
三
〇

一
号
室
に
て
開
催
し
、
こ
れ

も
町
内
各
区
の
ご
協
力
と
会
員
諸
氏

の
お
骨
折
り
に
て
大
好
評
を
博
し
た
。

さ
ら
に
ま
た
、
平
成
九
年
に
は
、

東
海
北
陸
自
動
車
道
八
幡
白
鳥
間
開

通
記
念
事
業
に
併
せ
て
、
そ
の
こ
ろ

大
和
町
に
て
思
い
が
け
な
い
多
量
の

出
土
の

「中
国
古
銭
」

一
万
八
千
余

点
の
紹
介
展
示
会
と
町
内
天
然
記
念

物
写
真
展
を
西
小
学
校
体
育
館
に
て

開
催
し
、
こ
れ
ま
た
好
評
を
博
し
、

会
員
諸
氏
の
ご
協
力
に
感
謝
し
た
。

最
後
に
、
こ
の
三
十
年
の
間
に
ご

逝
去
さ
れ
た
、
野
田
直
治
会
長
、
森

藤
幸
会
長
、
有
代
信
吾
副
会
長
、
畑

中
浄
園
副
会
長
を
は
じ
め
、
多
く
の

会
員
諸
氏
を
し
の
び
つ
つ
ご
冥
福
を

祈
り
ま
す
。

「今
年

の
花
は
去
年
に
似
て
好
し

去
年
の
人
は
今
年
に
到
り
て
老
ゆ

初
め
て
知
る
　
人
は
老
い
て
花
に

し
か
ざ
る
を
　
惜
し
む
べ
し
落
花

君
掃
う
こ
と
な
か
れ
」
（琴
参
）
。
二

十

一
号
の
編
集
後
記
に
畑
中
浄
園
師

の
記
で
あ
り
ま
す
。

七 鈴 五 獣 鏡

大
和
町
文
化
財
保
護
協
会

三
十
年
を
思
う

の

会

長

土

松

新

逸



軍
国
日
本
と
　
　
は
先

銃
後
郷
土
の
破
綻

音
同
　

橋

　

義

０
町
の

「近
代
史
料
」
編
集

私
た
ち
町
史
編
集
委
員
会
は
、
九
十

名
近
い
個
人
有

・
区
有
文
書
、
旧
三
村

町
有
文
書
な
ど
、
明
治
以
降
の
膨
大
な

資
料
に
当
た
り
、
取
捨
選
択
し
更
に
抄

出
し
て
、
近
代
の

『史
料
編
続
編
下
０

②
』
二
巻
編
集
刊
行
を
進
め
て
い
ま
す
。

以
前
、
大
正
十
二
年
刊

『郡
上
郡
史
』

や
、
あ
り
き
た
り
な

「
日
本
近
代
史
」

を
見
て
い
て
、
上
つ
ら
な
歴
史

・
事
件

し
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
資

料
に
眼
を
通
し
て
い
く
う
ち
、
ど
ん
な

本
に
も
見
た
事
の
無
い
悲
惨
な
農
村
、

三
村

・
大
和
村
の
苦
闘
を
知
り
ま
し
た
。

０

恐

慌
襲
来
と
打
開
の
努
力

①
明
治
維
新
政
府
の
税
金
は
、
江
戸
時

代
の
米
本
位
を
、
円
銭
に
替
え
た
だ
け

で
徴
収

の
額
は
変
わ
ら
ず
、
そ
の
上

種
々
な
名
義
の
雑
税
が
増
え
て
い
き
ま

す
。
元
々
郡
上
は
他
に
比
べ
て
税
が
割

高
だ

っ
た
の
で
、
明
治
八
～
二
十
九
年

ま
で
政
府
に
必
死
の
歎
願
を
繰
り
返
し
、

つ
い
に
枢
密
院

（天
皇
諮

詢

機
関
）
が

受
理
し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
上
訴
は

郡
上
で
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

②
日
清

日̈
露
戦
争

（
一
八
九
四
～
五
・

一
九
〇
四
～
五
）
の
勝
利
に
は
、
国
民

は
軍
国
日
本
を
過
信
し
、
軍
は
軍
備
増

強
に
突
入
し
て
い
き
ま
す
。
第

一
次
世

界
大
戦

（
一
九

一
四
～

一
八
）
は
好
景

気
を
も
た
ら
す
が
、
終
わ

っ
た
大
正
七

年
に
は
飢
饉
に
よ
り
米
価
が
暴
騰
し
、

全
国
に
米
騒
動
が
拡
が
り
ま
す
。株
式
・

製
糸
相
場
は
暴
落
し
、
デ
フ
レ

・
金
融

恐
慌
が
発
生
し
、
大
正
十
二
年
九
月
関

東
大
震
災
が
突
発
し
、
当
三
村
に
も
、

失
業

・
貧
困

・
未
納

・
欠
食
児
童
が
増

え
、
村
や
区
で
応
急
措
置
を
し
ま
す
。

こ
れ
を
極
く
大
ま
か
に
述
べ
ま
す
と
―

先
の
明
治
十
三
年
備
荒
貯
蓄
法
が
制

定
さ
れ
る
が
、
江
戸
期
か
ら
継
い
だ
組
・

村
頼
母
子
、
作
喰
等
、
藩
の
五
人
組
体

制
が
残

っ
て
い
た
の
で
、
政
府
通
達
の

救
済
法
は
、
新
三
村
時
代
、
同
二
十

一

年
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
即
ち
、
村
で

金
穀
を
年
々
積
み
立
て
、
貧
困
者
に
与

）

え
、
困
窮
者
に
貸
し
ま
し
た
。

③
昭
和
二
年
二
月
西
川
村
会
議
に

「特

別
税
戸
数
割
条
例
」
「同
条
例
施
行
細

則
」
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
早
い
話
、

税
に
税
が
付
い
て
本
税
と

一
緒
に
納
め

る
の
で
す
。
大
正
十
五
年
十

一
月
内
務

大
蔵
省
令
地
方
税
法
律
第
二
十
号
第
二

十
五
条
の
公
布
に
よ
る
と
記
し
ま
す
。

四
年
ほ
ど
前
、
「特
別
税
」
を
、
旧
弥

富

・
山
田
村
資
料
に
見
た
時
、
大
変
な

情
勢
下
の
課
税
な
の
で
、
元
を
知
り
た

く
て
名
古
屋
国
税
局
広
報
課
へ
問
い
合

わ
せ
ま
し
た
。
所
が
そ
う
い
う
の
は
税

制
史
の
中
に
無
い
か
ら
貴
村
だ
け
の
も

の
で
な
い
か
と
言
わ
れ
た
の
で
、
税
に

は
納
税
の
国
民
的
義
務
が
伴
い
、
村
だ

け
の
場
合
は
、
寄
付
名
義
で
各
戸
に

割

っ
て
い
る
と
申
し
た
ら
、
今
後
の
研

究
課
題
に
す
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

話
は
西
川
村
会
議
事
録
に
戻

っ
て
、

そ
の
事
務
局
報
告
に
「耕
地
整
備
費
（貧

困
救
済
の

一
策
）

ハ
尚
年
々
多
額
ノ
負

担
ア
リ
、
村
経
済
困
迫
ノ
状
態
ニ
テ
村

税
徴
収
上
ノ
成
績
良
好
ナ
ラ
ズ
」
と
。

④
昭
和
四
年

（
一
九

二
九
）
十
月
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
が
大
暴
落
し

て
、
世
界
恐
慌
が
襲
来
し
ま
し
た
。

昭
和
八
年
五
月
西
川
村
会
は
、
昭
和

八
年
度
予
算
で
、　
一
、
三
八
三
円
を
、

七
年
度
歳
出
に
繰
上

充

用
す
る
事
に

し
ま
し
た
。
理
由
は
、
同
年
度
歳
入
の

村
税
に
未
納
者
著
し
く
、
整
理
を
し
た

が
足
り
な
い
。
即
ち
、
同
年
度
精
算
額

歳
入
二
五
、
二
五

一
円

一
〇
銭
、
歳
出

二
五
、
〇
三
三
円
八
五
銭
、
不
足
二

一

七
円
二
五
銭
と
な
り
、
同
年
度

一
時
借

入

一
、
六
〇
〇
円
を
返
済
で
き
な
い
た

め
、
不
足
額
の

一
、
三
八
二
円
七
五
銭

を
、
知
事
の
許
可
を
得
て
昭
和
八
年
度

予
算
か
ら
繰
上
充
当
す
る
と
議
決
し
ま

し
た
。

ま
た
、
社
会
事
業
資
金
と
し
て
、
公

益
質
屋
倉
庫

・
事
務
所
建
築
及
び
運
転

資
金
二
万
円
を
大
蔵
省
に
借
用
し
ま
す
。

ま
た
産
業
組
合

「嘆
願
書
」
に

《
本
村

は
大
正
九
年
産
業
組
合
を
創
立
し
た
が

損
失
が
多
額
に
な
り
解
散
の
状
態
。
組

合
員
の
破
産
の
み
か
全
村
の
全
滅
は
必

至
。
為
に
指
示
更
正
案
に
基
づ
き
更
正

計
画
を
議
決
。
何
と
ぞ
組
合
存
続
の
た

め
職
員
給
与
補
助
を
》
と
村
の
予
算
措

置
を
歎
願
し
ま
す
。
無
論
議
会
は
承
認

し
、
同
年
度
特
別
税
五
、
五
九
八
円
の

戸
数
割
を
議
決
し
、
真
剣
予
算
節
減
を

討
議
す
る
が
、
失
業

・
貧
困

・
滞
納
は

彩

し
く
、
そ
の
上
風
水
害
が
頻
繁
に
起

き
、
年
々
予
算
は
増
え
続
け
、
起
債

・

特
別
税

・
寄
付
は
膨
ら
む
ば
か
り
で
し

た
。

⑤
弥
富

・
山
田
村
も
同
様
で
す
。
昭
和

六
年
度
弥
富
村
予
算
書
は
、
四
万
五
千

円
台
に
対
し
、
八
件
の
名
義
で
国
か
ら

合
わ
せ
、
三
万
三
千
円
の
借
入
を
し
、

特
別
税
三
千
円
台
と
ほ
ぼ
同
額
の
寄
付

を
村
民
に
割
り
、
別
途
に
有
力
者
数
名

が
二
千
円
近
い
寄
付
を
し
ま
す
。
八
年

）

に
は
、
信
用
購
買
販
売
組
合
の
自
力
更

正
計
画
を
国
県

へ
申
請
し
助
成
を
歎
願

し
増
産
貯
蓄
の
猛
運
動
を
展
開
し
ま
す
。

そ
の
前
々
年
、
六
年
満
州
事
変
が
お

き
、
七
年
に
満
州
帝
国
建
設
を
宣
し
、

八
年
に
は
満
州
移
民
大
綱
が
発
表
さ
れ

全
国

一
万
戸
の
入
植
計
画
が
さ
れ
ま
す
。

山
田
村
は
十
四
年
有
力
青
年
が
先
遣
さ

れ
、
三
村
立
瑞
穂
村
二
百
戸
入
植
案
が

立
ち
、
各
区
で
選
出
し
折
衝
さ
れ
ま
す
。

十
六
年
以
降
、
「大
東
亜
戦
争
」
は
急

迫
し
、
村
財
政
、
個
人
財
政
も
困
窮
し
、

強
制
の
国
債
も
忌
避
が
多
く
な
り
、
村

は
予
算
の
何
倍
か
の
負
債
、
個
人
は
田

畑
を
質
抵
当
に
し
て
小
作
が
急
増
し
、

満
州
に
王
道
楽
土
建
設
の
夢
を
託
し
て

猪
突
猛
進
し
、
遂
に
二
十
年
八
月
軍
国

日
本
は
敗
戦
し
破
綻
し
ま
し
た
。

⑥
食
も
金
も
欠
乏
し
、
超
イ
ン
フ
レ
、

弊
価
暴
落
の
中
、
復
興
に
立
ち
上
が
り
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
命
令
で
不
在
地
主
の
農
地
は
解

放
す
る
が
、
三
十

一
年
発
足
し
た
大
和

村
は

「お
先
真

っ
暗
」
と
新
助
役
は
嘆

息
し
ま
し
た
。
三
村
が
持
ち
寄

っ
た
多

大
な
負
債
と
滞
納
に
よ
り
ま
す
。
三
十

四
年
伊
勢
湾
台
風
被
害
に
よ
り
莫
大
な

公
的
資
金
が
流
入
し
て
村
財
政
は
立
ち

直
り
、
四
十

一
年
水
田
蔵
相
が
来
演
し
、

日
本
は
借
金
を
全
部
返
し
、
こ
れ
か
ら

財
を
蓄
め
る
の
だ
と
力
説
し
そ
し
て
経

済
大
国
に
。
が
今
、
八
方
塞
が
り
の
経

済
大
国
に
再
び
破
綻
の
悪
夢
が
ま
と
い

ま
す
。
歴
史
は
く
り
返
す
と
申
す
の
で
。
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松

尾

寺

こ
の
度
の
研
修
旅
行
は
、
二
日
間

で
七
カ
寺
と

い
う
強
行
旅
行

で
は

あ

っ
た
が
、
平
素
は
仲
々
訪
れ
な
い

寺
院
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
大
変
有

効
な
研
修
を
な
し
得
て
き
た
と
思

っ

て
い
る
。

さ
て
私
は
私
な
り
に
大
変
印
象
的

で
あ
り
又
多
く
の
会
員
の
方
に
も
訪

れ
て
ほ
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
を

一
カ

寺
の
み
上
げ
て
み
た
い
と
思

っ
て
い

フ一
。そ

れ
は
松
尾
寺
で
あ
る
。
松
尾
寺

は
正
直
言

っ
て
私
も
初
め
て
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
印
象
も

一
段
と
深
か

っ

た
か
と
も
思
う
。
場
所
は
大
和
郡
山

市
の
西
南
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
、
方

角
か
ら
い
え
ば
ち
ょ
う
ど
法
隆
寺
か

ら
直
線
で
真
北
に
当
た
り
、
道
の
り

は
凡
そ
十
に
い
前
後
の
松
尾
山
の
麓

よ
り
や
や
高

い
中
腹
に
近
い
と
こ
ろ

に
存
在
す
る
。
当
日
は
そ
れ
こ
そ
桜

の
真

っ
盛
り
で
、
他
の
場
所
で
は
殆

ど
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
ほ
ど
鮮
や

か
で
美
し
く
、
本
当
に
山
谷
か
ら
出

掛
け
た
我
々
も
ま
さ
に
「感
歎

一
入
」

と
も
言
い
た
い
美
し
さ
で
あ
り
、
私

に
と

っ
て
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
出

来
な
い
も
の
の

一
つ
に
な
る
と
思

っ

て
い
る
。

さ
て
次
に
他
寺
に
は
少
な
い
当
寺

の
大
黒
天
に
話
を
進
め
た
い
と
思
う
。

大
黒
天
は
他
に
多
く
は
な
い
が
、

日
本
の
仏
像
の
彫
刻
史
か
ら
み
て
貴

重
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
会

員
の
方
々
に
も
知

っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
。
こ
の
松
尾
寺
の
大
黒
天

は
、
現
在
私
達
が
他
で
見
る

一
般
の

彫
像
と
は
異
な
り
、
立

っ
た
姿
で
、

現
在
の
私
達
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
大
黒

天
と
は
凡
そ
異
な

っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

で
は
大
黒
天
と
は
そ
も
そ
も
ど
の

よ
う
な
な
り
た
ち
が
あ
る
の
か
知

っ

て
お
く
の
も
私
達
の
学
習
の

一
つ
で

あ
る
。

大
黒
天
が
い
つ
頃
生
ま
れ
た
の
か
、

こ
れ
は
学
問
的
に
も
明
確
で
は
な
い
。

た
だ
印
度
で
密
教
が
興

っ
た
の
が
、

三
～
七
世
紀
頃
で
は
な
い
か
と
い
わ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
密
教
の

仏
像
で
、
浄
土
教
に
は
な
い
天
部
等

）

の
仏
像
等
は
、
そ
の
多
く
が
当
時
の

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
々
か
ら
取
り
入
れ

ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
正
し

い
と
思
う
。
で
結
局
大
黒
天
は
、
当

初
は
み
仏
達
の
守
護
神
と
し
て
全
身

は
怒
り
と
戦
闘
心
に
燃
え
、
そ
れ
ぞ

れ
に
恐
ろ
し
い
顔
立
ち
を
保

っ
て
い

た
に
違
い
な
い
が
、
中
国
を

へ
て
日

本
に
将
来
し
、
時
を

へ
る
に
し
た

が

っ
て
、
民
衆

の
好
み
と
信
仰
に

よ

っ
て
、
最
も
ふ
く
よ
か
な
体

つ
き

を
し
、
満
面
に
慈
悲
の
満
ち
あ
ふ
れ

た
顔
と
な
り
、
更
に
福
の
神
と
呼
ば

れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
大
き
な
福
袋
を

背
負

い
、
呆
て
は
大
切
な
米
俵
の
上

に
両
足
を
ど

っ
か
と
乗
せ
る
よ
う
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
例
え
ば
仏
教
に
お
い
て
、

約
二
千
年
前

（紀
元

一
世
紀
）
頃
印

度
の
中
部
の
マ
ト
ゥ
ー
ラ
及
び
現
在

の
パ
キ
ス
タ
ン
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
附
近

で
初
め
て
仏
像
が
創
り
出
さ
れ
て
い

る
が
、
「如
来
」
は
当
時

の
修
業
者

（又
は
仙
者
）
の
姿
か
ら
、
更
に
菩

薩
は
王
公
貴
族
の
姿
服
装
を
モ
デ
ル

に
し
て
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
当
然

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
人
間
が
信
仰
の
為
に
偶
像

を
創
造
す
る
と
し
た
ら
、
や
は
り
現

実
の
人
間
を
モ
デ
ル
に
す
る
外
に
方

法
は
な
い
。

そ
れ
ら
が
多
く
の
人
々
に
拝
ま
れ
、

信
仰
さ
れ
今
日
に
至

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
私
は
常
々
古
寺
を
訪
れ
お
詣

り
す
る
時
は
、
今
日
ま
で
に
何
万
何

百
万
か
の
人
々
に
心
か
ら
親
し
ま
れ

拝
ま
れ
て
き
た
こ
と
ど
も
を
想
い
起

こ
し
、
と
て
も
厳
か
な
気
持
ち
に
な

り
、
知
ら
ぬ
間
に
自
ら
の
心
が
清
浄

と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

や
は
り
こ
こ
に
も
旅
の
楽
し
さ
、

旅
の
喜
ば
し
さ
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ

う
な
気
持
ち
が
す
る
の
で
あ
る
。

滋賀。金岡1輪寺(平安時代)

福岡・観世音寺(藤原時代)

奈良。西大寺 (藤原時代)

胚

長野・高輪美術館(南北朝時代)
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古

寺

を

訪

ね

て

大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
の
十
二

年
度
の
研
修
旅
行
は
、
四
月
五
日
～

六
日
と
、
大
和
郡
山

・
奈
良
班
鳩
探

訪
の
旅
で
、
縁
あ

っ
て
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

初
日
は
、
法
起
寺
に
は
じ
ま
り
、

五
カ
寺
を
訪
ね
、
信
貴
山
に

一
泊
、

翌
日
は
松
尾
寺
、
慈
光
院
を
訪
ね
、

郡
山
城
跡
で
は
、
満
開
の
桜
を
め
で

な
が
ら
、
暫
し
の
時
を
遊
ん
で
帰
途

に
つ
い
た
。

訪
ね
た
寺
院
は
何
れ
も
由
緒
あ
る

古
寺
ば
か
り
で
、
安
置
さ
れ
て
い
る

仏
像
も
ま
た
然
り
。
感
動
を
覚
え
な

が
ら
拝
観
、
礼
拝
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
あ
る
。

想
う
に
、
仏
像
は
、
釈
尊

（釈
迦
）

の
教
え
や
心
を
視
覚
化
し
た
も
の
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
仏
像
は

他
の
仏
教
国
と
は
異
な

っ
た
独
得
の

表
情

（慈
悲
に
満
ち
た
）
を
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
仏
像
に
関
し
、

何
の
知
識
も
、
鑑
賞
力
も
持
た
な
い

私
は
、
寺
院
の
建
造
物
や
、
庭
園
を

含
め
た
雰
囲
気
の
中
で
、
仏
像
を
私

な
り
に
素
直
に
感
じ
る
以
外
に
な
い

の
で
あ
る
。

仏
像
が
日
本
に
伝
来
し
て
以
来
、

多
く
の
仏
師
達
が
精
魂
を
尽
く
し
て

完
成
さ
せ
た
あ
の
慈
愛
に
満
ち
た
お

姿
、
そ
れ
は
、
或
い
は
人
間
の
持

つ

仏
性

の
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
具
現
化

だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
仏
心
の

究
極
の
表
現
だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
ん
な
風
に
考
え
る
と
、
正
に

仏
の
姿
で
あ
り
、
尊
く
も
あ
り
、
よ

り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

尊
顔
の
前
に
合
掌
す
る
吾
身
は
、

現
世
利
益
ば
か
り
を
願
う
、
い
わ
ゆ

る
煩
悩
に
満
ち
た
存
在
で
し
か
な
い

こ
と
を
今
更
の
よ
う
に
反
省
さ
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今

一
つ

）

は
、
時
代
背
景
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

経
済
力
も
機
械
力
も
乏
し
か

っ
た
時

代
に
、
よ
く
も
こ
れ
だ
け
の
文
化
財

を
建
造
し
、
か
つ
戦
火
や
災
害
か
ら

も
護
ヶ
続
け
て
き
た
先
人
達
に
、
頭

の
下
が
る
思
い
で

一
杯
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
私
達
の
身
近
な
寺
院
に
つ
い

て
も
例
外
で
は
な
い
。

拝
観
し
た
諸
寺
の
個
々
に
つ
い
て

は

「拝
観
の
栞
」
か
ら
抜
粋
し
な
が

ら
紙
面
の
許
す
範
囲
で
、
そ
の
概
要

を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

法
起
寺
―
聖
徳
太
子
が
こ
の
地
に

別
宮
岡
本
宮
を
設
け
て
い
た
と
さ
れ
、

山
背
大
兄
王
が
宮
跡
に
寺
の
建
立
を

発
願
さ
れ
た
の
が
こ
の
寺
と
い
う
。

三
重
の
塔
の
露
盤
銘
に
よ
れ
ば
、
天

武
十
三
年

（六
五
人
）
に
起
工
し
、

慶
雲
三
年

（七
〇
六
）
露
盤
を
上
げ

た
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
創
建
当
時

の
建
物
は
こ
の
塔
の
み
と
い
う
か
ら
、

約
千
三
百
年
を
経
て
お
り
、
日
本
最

古
の
二
重
の
塔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
法
隆
寺
五
重
の
塔
の

一
、
三
、

五
層
の
屋
根
を
と
り
三
層
と
し
た
と

し
た
端
麗
な
立
姿
で
あ
る
。
国
宝
で

あ
る
。

法
輪
寺
―
山
背
大
兄
王
が
、
父
聖

徳
太
子
の
た
め
に
建
て
た
と
か
言
わ

れ
、
江
戸
時
代
の
初
め
ま
で
堂
塔
が

揃

っ
て
い
た
が
、
台
風
に
よ
っ
て
金

堂
、
講
堂
が
倒
壊
し
、
塔
も
上
部
が

吹
き
飛
ば
さ
れ
、
す

っ
か
り
伽
藍
の

威
容
を
失

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

法
隆
寺
、
法
起
寺
と
と
も
に
、
斑
鳩

の
里
の
三
寺
の

一
つ
と
し
て
の
歴
史法 起 寺 に て



の
重
み
を
も

っ
て
存
在
す
る
寺
と
い

ヽ^「′。中
宮
寺
―
聖
徳
太
子
の
母
間
人
王

女

（用
明
天
皇
皇
后
）
が
亡
く
な
ら

れ
て
間
も
な
く
、
菩
提
を
と
む
ら
う

た
め
に
御
所
を
寺
と
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
建
物
は
江
戸
時
代
以
降

の
も
の
で
、
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
尼

寺
と
し
て
、
格
式
が
重
ん
じ
ら
れ
、

門
跡
は
公
家
か
ら
迎
え
ら
れ
る
な
ら

わ
し
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
。
法
隆

寺
東
院

（夢
殿
）
の
東
に
接
し
て
お

り
、
い
か
に
も
尼
寺

ら
し
い
簡
素
で
、
し

か
も
清
ら
か
な
境
内

の
雰
囲
気
を
た
た
え

て
い
る
。
新
本
堂
は

昭
和
四
十
三
年
の
落

慶
で
、
周
囲
に
池
を

廻
ら
し
た
珍
し
い
御

堂
で
あ
る
。
本
尊
弥
勒
菩
薩
半
珈
惟

像
は
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
、
モ
ナ
リ
ザ

と
並
ん
で
「世
界
の
三
つ
の
微
笑
像
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
天
寿

国

繍

帳

（部

分
）
と
共
に
国

宝
で
あ
る
。

吉
田
寺
―
創

建
は
古
く
、
天

智
天
皇
の
勅
願

と
伝
え
ら
れ
、

堂
　
　
恵
心
僧
都

（源

本
　
　
信
）
が
開
基
し

」

　

は

「
と

』

つ る
ば
嘲

往
生
寺
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。

恵
心
僧
都
が
境

内
の
栗
樹
よ
り

弥
陀
丈
六
の
尊

像
を
感
得
さ
れ
、

一
刀
三
礼
念
仏

の
な
か
に
造
ら
れ
た
と
い
う
奈
良
県

最
大
の
阿
弥
陀
如
来
座
像

（重
文
）

が
あ
る
。
千
体
仏
の
光
背
を
も
ち
、

誠
に
端
正
無
比
な
霊
仏
で
あ
る
。

朝
護
孫
子
寺
―
聖
徳
太
子
が
こ
の

山
に
昆
沙
門
天
の
出
現
を
み
て
創
建

し
、
十
世
紀
初
め
の
延
喜
二
年

（九

〇
二
）
法
隆
寺
の
明
蓮
上
人
が
、
醍

醐
天
皇
の
病
気
回
復
を
祈
願
し
て
中

興
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
生
駒
山
系

の
南
、
信
貴
山

（四
三
七

ｍ
）
の
東

側
に
あ

っ
て
、
古
代
か
ら
戦
略
の
要

地
で
あ

っ
た
た
め
、
戦
国
時
代
に
は

松
永
久
秀
の
信
貴
山
城
が
寺
付
近
に

築
か
れ
た
の
で
、
織
田
信
長
に
攻
め

ら
れ
、
寺
院
も
消
失
、
現
建
物
は
豊

臣
秀
吉
が
再
興
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。

松
尾
寺
―
松
尾
寺
は
養
老

二
年

（七

一
八
）
天
武
天
皇
の
皇
子
舎
人

親
皇
が
、
勅
命
に
よ
っ
て
日
本
書
紀

を
編
纂
の
時
、
四
十
二
才
の
厄
歳
で

一

あ

っ
た
の
で
、
日
本

藪　
　
書
紀
の
無
事
完
成
と

割
　
　
厄
除
け
の
願
い
を
か

醐
　
　
け
て
建
立
さ
れ
た
と

一
　
　
さ
れ
る
。
日
本
最
古

繕　　̈
「は樹轄Я疎』

観
音
は
、
千
手
千
眼

観
世
音
菩
薩

（秘
仏
）
で
あ
る
。
ま

た
、
弘
法
大
師
が
自
ら
刻
ま
れ
た
と

い
う
大
黒
天
は
、
大
変
珍
し
い
精
惇

な
お
姿
の
大
黒
様
で
あ
る
。

慈
光
院
―
大

和
路
に
は
珍
し

い
、
茶
室
と
庭

園
の
見
事
な
寺

院
で
あ
る
。
寛

文
三
年

（
三
ハ

エ全

一）
に
、
茶

道
で
有
名
な
片

桐
石
州
貞
昌
が
、

父
貞
隆
の
書
提

を
と
む
ら
う
た

め
に
建
て
た
と

さ
れ
る
。
ま
ず

周
囲
を
開
け
放

た
れ
た
茶
席
風

の
広
い
書
院
に

通
さ
れ
、　
一
腹

の
お
抹
茶
を
い

た
だ
き
、
寺
の
縁
起
等
の
説
明
を
受

け
た
。
眼
下
に
は
限
り
な
く
広
が
る

奈
良
盆
地
、
遠
く
に
は
山
々
が
連
な

り
素
晴
ら
し
い
借
景
で
あ
る
。
眼
を

転
じ
れ
ば
、
部
屋
の
外
は
石
組
み
も

燈
籠
も
な
い

一
見
単
調
な
庭
で
あ
る

が
、
大
刈
込
み
と
苔
の
緑
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
配
さ
れ
た
石
州
作
の
つ
く

ば
い
、
茶
の
湯
の
心
は
分
か
ら
な
い

が
、
何
と
心
の
な
ご
む
思
い
の
た
た

ず
ま
い
で
あ
ろ
う
か
。

次
は
郡
山
城
散
策

へ
と
向
か

っ
た
。

慈 光 院 内 庭



「文
化
財
や
ま
と
」
の
原
稿
募
集
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ
を
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
、
研
修
の
間
に
撮

っ
で
き

た
人
ミ
リ
映
写
機
の
映
像
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
記
録
の

一
部
を
発
表
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
ず
第

一
に
、
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
て
い
る
神
社

・
仏
閣
の
見
学
は
、

河
合
俊
次
先
生
が
ガ
イ
ド
役
を
務
め

て
く
だ
さ

っ
た
事
も
あ

っ
て
、
素
晴

ら
し
か

つ
た
の

一
言
に
尽
き
ま
す
。

河
合
先
生
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
苦
労
様
で
し
た
。

私
は
今
回
の

一
泊
研
修
ほ
ど
中
身

の
濃
い
研
修
は
初
め
て
で
、
よ
い
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。
帰
宅
後
家
族
と

共
に
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
復
習
を
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

研
修
は
、
大
和
町
を
朝
七
時
半
に

出
発
し
、
奈
良
に
十
二
時
半
頃
到
着

し
ま
し
た
。

一則

田

禾ロ

美

世
界
文
化
遺
産
の
法
起
寺

へ
参
拝

し
、
河
合
先
生
の
説
明
を
受
け
ま
し

た
。
こ
の
寺
の
三
重
塔
は
慶
雲
三
年

（七
〇
六
）
に
建
立
さ
れ
た
と
す
る
、

現
存
す
る
わ
が
国
最
古
の
塔
で
、
国

宝
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
雄
大
で
見

事
な
仕
上
が
り
に
は
深
い
感
銘
を
受

け
ま
し
た
。

次
に
聖
天
堂
を
拝
観
し
ま
し
た
。

こ
の
建
物
は
、
文
久
三
年

（
一
人
六

三
）
に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当

時
の
建
築
技
術
の
素
晴
ら
し
さ
、
資

材
の
選
択
の
仕
方
に
は
頭
が
下
が
り

ま
し
た
。

最
後
に
、
本
堂
の
本
尊
で
あ

っ
た

が
、
現
在
は
収
蔵
館
に
安
置
さ
れ
て

い
る
、
本
造
十

一
面
観
音
菩
薩
像
を

拝
観
し
ま
し
た
。
観
音
像
の
頭
上
に

十
の
小
さ
な
観
音
像
が
彫
刻
さ
れ
て

い
て
、
合
わ
せ
て
十

一
面
と
な
る
事

か
ら
、
十

一
面
観
音
と
言
わ
れ
て
い

る
と
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

次
に
、
ポ
ツ
ク
リ
往
生
の
寺
と
し
て

有
名
な
吉
田
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。
こ

の
寺
の
本
尊
「丈
六
阿
弥
陀
如
来
像
」

と

「多
宝
塔
」
は

重
要
文
化
財
で
す
。

全
員
で
木
魚
を
叩

き
な
が
ら
念
仏
の

大
合
唱
の
後
、
住

職
か
ら
寺
伝
の
説

明
を
受
け
、
内
陣

に
入
る
事
を
許
さ

れ
、
丈
六
阿
弥
陀

如
来
像
を
間
近
で

拝
観
す
る
事
が
で

き
ま
し
た
。

こ
の
日
最
後
の

訪
間
は
、
信
貴
山

真
言
宗
の
総
本
山

朝
護
孫
子
寺
で
し

た
。
信
貴
山
は
昆

沙
門
天
日
本
最
初

御
出
現
霊
場
で
あ

り
、
聖
徳
太
子
御

遺
跡
第
二
十
番
霊

場
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
桜
の
名
所

で
、
ち
ょ
う
ど
満

開
だ

っ
た
こ
と
も

あ

っ
て
、
大
勢
の

参
拝
客
で
賑
わ

っ

て
い
ま
し
た
。

文
化
財
見
学
の
記
録

花

の
十

井

俣

初

枝

花

え

け

て

信

貴

出

上

の

深

唄

り

几

下

ろ

せ

ば

大

和

盆

地

は
花

の
色

花

は
み
な
飛
島

夫
化
を

い
ざ

な

へ
り

や
す
ら

へ
ば
太

子
ゆ
か
り

の
花

の
寺

花

け

ぶ
る
弥

陀
定
印

の
お
お

ぼ
と
け

吉田寺多宝塔 (重文 )

信貴山朝護孫子寺遠望



言
＝
掛
冒
□
事

業

報

生  v

口

４
月
１０
日
　
執
行
部
会
開
催

（役
員
会

・
総
会
の
事
案
）

５
月
１９
日
　
役
員
会

（総
会
の
事
案
他
）
、
監
査
会
、
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
２５
号

の
発
行

６
月
２０
日
　
執
行
部
会

６
月
２８
日
　
総
会
な
ら
び
に
研
修
会

（出
席
者
２．
名
）

総
会

（会
務

・
会
計
報
告
、
規
約
の

一
部
改
正
ｃ
郡
上
文
化
財
保
護
協
議
会

へ
の
加
入
の
件
、
ほ
か
）

講
演
会

一
講
師
　
河
合
俊
次
先
生
、
演
題
　
「私
の
趣
味
と
文
化
財
」

７
月
１０
日
　
執
行
部
会

（郡
協
議
会
対
策
、
奉
仕
活
動
の
件
）

７
月
２６
日
　
郡
上
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
提
出
の
規
約
修
正
案
の
検
討
、
そ
の
他

７
月
３０
日
　
東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
等
の
清
掃
及
び
阿
千
葉
城
跡
の
清
掃
管
理
作
業
の
実
施

（参
加
者
、
東
氏
館
跡
１１
名
、
阿
千
葉
５
名
）

８
月
７
日
　
薪
能
協
賛
お
よ
び
文
化
財
関
係
の
来
客
に
対
応

９
月
＝
日
　
郡
協
議
会

「文
化
財
探
訪
の
旅
」
参
加
者
募
集
案
内

（参
加
な
し
）

１０
月
１
日
　
執
行
部
会

１０
月
１３
日
　
役
員
会

（町
内
指
定
文
化
財
巡
見
、
日
帰
り
研
修
の
計
画
な
ど
）

＝
月
１２
日
　
町
内
指
定
文
化
財
巡
見

（参
加
者
極
少
数
の
た
め
中
止
）

＝
月
２２
日
　
日
帰
り
研
修
の
実
施

（室
生
寺
、
長
谷
寺

¨
参
加
４５
名
）

‐２
月
１７
日
　
役
員
会

（事
業

・
会
計
中
間
報
告
、
そ
の
他

一
懇
親
会
）

２
月
２０
日
　
執
行
部
会

（役
員
会
開
催
、　
一
泊
研
修
、
役
員
改
選
な
ど
）

３
月
３
日
　
役
員
会
　
平
成
１２
年
度

一
泊
研
修
の
期
日

・
目
的
地
を
決
定

役
員
改
選
に
つ
い
て

役
員
候
補
者
選
考
委
員
に
森
藤
雅
毅
氏
ほ
か
９
名
を
選
出

３
月
３‐
日
　
役
員
候
補
者
選
考
委
員
会

４

月

５

日

～

６

日
平
成
１２
年
度

一
泊
研
修

５
日

¨
法
起
寺
、
法
輪
寺
、
中
宮
寺
、
古
田
寺
、
朝
護
孫
子
寺

６
日

¨
松
尾
寺
、
慈
光
院
、
都
山
城
跡
、
参
加
者
２８
名

●
今
年
度
内
会
員
物
故
者

‐２
年
４
月
１４
日
　
臼
　
田
　
尊
　
徳

さ
ん

ク　
ー０
月
２４
日
　
加

藤

登

美

枝

さ
ん
　
　
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

日

鳳

事

業
．
計
・
画‐‐‐
・
け

４
月
１２
日
囚

５
月
２２
日
の

５
月
２４
日
的

６
月
１
日
０

６
月
１６
日
０

６
月
１７
日
０

６
月
２２
日
０

７

月
７
月
２９
日
０

８
月
７
日
の

９

月

１０

月

＝

月

‐２

月

２

月

執
行
部
会
開
催

（役
員
会

・
総
会
の
事
案
）

郡
上
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

執
行
部
会

監
査
会
、
役
員
会

（総
会
の
事
案
他
）

文
化
財
収
蔵
展
示
館
建
設
促
進
委
員
会

郡
上
文
化
財
保
護
協
議
会
町
村
文
化
財
巡
り

和
良
村
歴
史
資
料
館
、
か
ら
く
り
実
演
等

（午
後
１
時
よ
り
）

総
会
な
ら
び
に
研
修
会

（講
演
会
の
開
催
）

会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
２６
号
の
発
行

執
行
部
会
、
役
員
会
の
開
催

一
、
組
織
の
活
性
化
に
つ
い
て

二
、
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
創
立
３０
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
等
の
清
掃
及
び
阿
千
葉
城
跡
の
清
掃
管
理
作
業
の
実

施薪
能
協
賛
お
よ
び
文
化
財
関
係
の
来
客
に
対
応

執
行
部
会
の
開
催

執
行
部
会

・
役
員
会
の
開
催
、
日
帰
り
研
修
の
計
画
、
町
民
祭

へ
の
参
加

執
行
部
会
、
日
帰
り
研
修
の
実
施

役
員
会
、　
一
泊
研
修
の
計
画

執
行
部
会
の
開
催
、　
一
泊
研
修
の
広
報

郡
上
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

（事
業
中
間
報
告

・
研
修
旅
行
に
つ
い

て
、
そ
の
他
）

執
行
部
会
の
開
催
、　
一
泊
研
修
旅
行
の
実
施



大 和 町 文 化 財 保 護 協 会 規 約
昭和52年 7月 29日 制定

平成12年 6月 28日 一部改正

第 一 章           5 会長、副会長、書記、会計は、執行部を構成し、

(名 称)                    会務の執行にあたる。

第一条 本会は、大和町文化財保護協会と称し、岐  6 監事は、会計を監査する。

阜県文化財保護協会大和町支部とする。

2 本会は、事務所を大和町教育委員会に置 く。   (任  期 )

第八条 役員の任期は 2年 とし、再選を妨げない。

(目  的)

第二条 本会は、県本部と連絡を密にし、各専門委  (顧 問および名誉会長)

員の協力を得て、本地域の文化財の保護、顕  第九条 本会は、会長の推薦により、総会の議を経

彰及び活用に努めるとともに、会員相互の研     て顧問および名誉会長を置 くことができる。

究を深め、もってこの地域住民の文化の向上  2 名誉会長は、理事会に出席することができる。

に資する。

第 四 章

(事 業)                       (会  議)

第三条 本会は、前条の目的を達成するために次の  第十条 執行部会、理事会は、必要に応 じて会長が
V   事業を行う。                   召集する。

一 文化財の保護、顕彰及び活用に関すること   2 総会は毎年 1回、会計年度終了後 1か月以内に

二 文化財の調査、研究             会長が召集する。ただし、会長または理事会が必

三 文化財に関する講習会、研究会、文化財めぐ  要と認めた場合には、臨時に総会を招集すること

り等の開催実施                 ができる。

四 その他本会の目的を達成するために必要な事

業                      (決  議 )

第十一条 総会及び理事会の決議は、出席者の過半

第 二 章              数をもって決する。

(会 員)

第四条 本会の会員は次のとおりとする。      (重 要事項)

一 正会員 本会の目的に賛同し、会費年額2,000 第十二条 次の事項は、総会に提出し、その承認を

円を納めるもの                  受けなければならない。

二 家族会員 前号の会員の家族で、会費年額   一 事業計画および収支予算についての事項

1,000円 を納めるもの              二 事業報告および収支決算についての事項
三 特別会員 本会の事業を後援 し、特別会費年   三 その他、理事会において必要と認めた事項

額一口3,000円 以上を納入するもの

四 賛助会員 本会の事業に賛助 し、賛助会費年           第 五 章

額一口10,000円 以上を納入するもの       (経  費)

第十三条 本会の運営に要する経費は、会費、事業~ (入  会)                       に伴う収入、寄付金及び補助金などをもって

第五条 会員になろうとするものは、年会費を事務     支弁する。

所に納入することでその資格を得る。     2 会費の中から、理事の人数分の会費を岐阜県文

化財保護協会に納入する。

第 二 章          3 会費の中から、金20,000円 を郡上文化財保護協

(役 員)                    議会へ負担金として納入する。

第六条 本会には、次の役員を置 く。

理事30名以内 (内 会長 1名 、副会長 2名 )と   (会計年度)

する。監事 2名。               第十四条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始ま

2 理事、監事は、総会でこれを選出する。        り翌年 3月 31日 に終わる。

3 会長、副会長は、理事の互選とする。

第 六 章

(任 務)                    (そ の他 )

第七条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。  第十五条 この規約に定めるもののほか、本会の運

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき     営について必要があるときは、総会に諮って

はその職務を代行する。                細則を設けることができる。

3 本会の事務を処理するため、書記、会計を置き、

理事の中から会長が任命する。          付 則

4 理事は、理事会を組織 し、会務の運営にあたる。 1.規 約の変更は、総会の決議による。
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野
田
八
重
子
　
　
八
八

‐
二

一
六

一
一　
一　
エハ
一
一

稲

葉

春

吉
　
　
八
八

黒
岩
き
く
ゑ
　
　
八
八

寛

　

明

代
　
　
入
八

三

島

秋

男
肇

）
八
八

桑

田

和

子
　
　
八
八

桑

田

渥

見
　
　
八
八

桑

田

信

夫
　
　
八
八

黒

岩

弘

美

　

八
八

井

俣

初

枝
　
　
八
八

土目
地

正

男
　
　
八
八

大

井

静

子
　
　
八
八

大

井

正

明
（鮮
）
八
八

桑
田
ア
サ
子
　
　
八
八

井

上

妙

子
　
　
八
八

沢

原

　

勝
　
　
八
八

山

田

武

司
　
　
八
八

山

田

和

美

　

八
八

旗

　

清

子

　

八
八

山

田

敬

子
　
　
人
八

大
井
と
も
ゑ
　
　
八
八

井

俣

赫

美

　

八
八

一二
輪

孝

子
　
　
八
八

―

徳

水ヽ

―

鷲
　
見
　
清
（撃
）
八
八

鷲

見

お

と
　
　
八
八

矢
野
原
幸
子
（輩
）
八
八

水
野
志
づ
子
　
　
八
八

山

内

孝

一　
　
人
八

土

松

新

逸

合

）
八
八

」込
藤

賢

逸
　
　
八
八

）

渡

辺

明

夫
　
　
八
八

木

島

三

郎

　

八
八

矢
野
原
吉
夫
　
　
八
八

村

瀬

弥

一
薫
き

八
八

渡

辺

文

子
　
　
八
八

遠
藤
冨
貴
子
　
　
八
八

山
内
喜
久
子
　
　
八
八

―

河

辺

―

清

水

幸

江

　

八
八

横
枕
千
代
子
　
　
八
八

清
水
美
佐
子
　
　
八
八

一削
口

　

孝
　
　
八
八

ユ則
田

　

鈴
　
　
八
八

日
田
と
も
子
　
　
八
人

臼
田
百
合
子
　
　
八
八

一削
田

和

美

（撃
）
八
八

岩
谷
千
代
子
　
　
八
八

横
枕
七
右
衛
門
　
八
八

尾

藤

元

子
（撃
）
八
八

前
田
と
せ
子
　
　
八
八

岩

谷

敏

子
　
　
八
八

尾

藤

　

清
　
　
八
八

鷲

見

長

子
　
　
八
八

熊

田

冨

子
　
　
八
八

―

神

路

―

森

　

忠

敬
（顧
ｕ
八
八

日

田

宝

徳
　
　
八
八

羽

生

　

清
　
　
八
八

山

田

宣
（
人
（撃
）
八
八

―
　
牧
　
―

金

子

政

子
　
　
八
八

滝

日

準

一
曇

ス

八

栗
飯
原
常
人
　
　
八
八

日

置

貞

一
　

人
八

土

松

貞

二
　
　
人
八

日

置

　

昇
　
　
八
八

」返
藤

米

吉
　
　
八
八

」遅
藤

光

平
　
　
八
八

〓還
藤

周

一　
　
人
八

滝

日

義

一
薫
き
八
八

滝

日

　

治
　
　
八
八

日

口

勇

治
　
　
八
八

松

森

　

茂
　
　
八
八

加

藤

一
男
　
　
八
八

清

水

　

定

　

八
八

日

置

元

衛

　

八
八

粥

川

　

溜
　
　
八
八

本

田

欽

一
裁
圭
八
人

野

田

嘉

明
　
　
八
人

尾
藤
佐
紀
子
　
　
八
八

滝

日

和

子
　
　
八
八

遠
藤
甲
子
男
　
　
人
八

早
瀬
ふ
み
子
　
　
八
八

―

栗

巣

―

島

崎

増

造
（事
）
八
八

増

田

洋

子
　
　
八
八

寛

政

之

助
（彗
）
八
八

中
山
周
左

ェ
門
　
八
八

武

田

信

康

　

八
八

鷲

見

豊

夫

　

八
八

平
成
十
三
年
　
四
月
末
現
在

―

貪

―

山

下

運

平
（顧
ｕ
八
八

旗

　

勝

美

（顧
ｕ
八
八

村

瀬

童
日
入
　
　
八
八

河

合

俊

次
（理
き
八
人

畑

中

澄

子
（撃
）
八
八

畑

中

定

夫

　

八
八

小

池

久

江
　
　
八
八

山
下
ふ
み
え
　
　
八
八

加

藤

正

恵

　

八
八

高

橋

　

明
　
　
八
八

日

置

照

郎

　

八
八

加

藤

文

蔵
　
　
八
八

佐

藤

光

一
轟
む

八
八

田
中
　
和
久
　
　
八
八

高

橋

義

一
饗

ス

八

河

合

　

恒
　
　
人
八

河

合

芳

英
　
　
八
八

加

藤

小

式
　
　
八
八

奥
村
千
代
子
　
　
八
八

田

仲

龍

子
　
　
八
八

畑

中

節

子
　
　
八
八

佐
藤
八
重
子
　
　
八
八

畑

中

文

子
　
　
人
八

畑

中

初

枝
　
　
八
八

新

蔵

　

守

　

八
八

会

員

名

簿
（順
序
不
同
）

二 三 二 三 四 三 二 三 二
~=~=~~~~=~~~~~一 一

三 四 三 二 一 三 〇 三 三 三 七 三 二 人 ○ 四 一 二 五 一 五 二 一 〇 四
七 七 四 〇 五 六 三 二 〇 五 九 〇 〇 〇 七 八 〇 二 七 六 〇 四 二 三 〇
五 四 一 一 六 一 二 九 四 八 二 〇 一 三 二 人 七 七 六 人 七 六 人 一 六

高

橋

叙

子

　

八
八

野
田
三
枝
子
　
　
八
八

岩
崎
扶
美
子
　
　
八
八

河

合

利

雄
　
　
八
人

河
合
美
弥
子
　
　
八
八

―
　
大
間
見
　
―

村

井

正

蔵
（雲
）
八
八

日

置

　

繁
　
　
人
八

大

野

紀

子
　
　
八
八

野

田

英

志
（理
壺
八
八

清

水

一
作

　

八
八

池

田

充

彦
（肇
）
八
八

小
野
江
　
勉
　
　
八
八

日
置
智
恵
子
　
　
八
八

坪

井

政

夫
　
　
八
八

松

井

賢

雄
（彗
）
八
八

古

田

　

忠
　
　
八
八

藤

代

順

行
　
　
八
八

大

野

一
道
　
　
八
八

玉

木

吉

郎

　

八
八

青
木
ふ
じ
枝
　
　
八
八

小
野
木
花
子
　
　
八
八

青
木
ユ
リ
子
　
　
八
八

日

置

哲

夫
　
　
八
八

―
　
小
間
見
　
―

平

沢

　

勤
（理
壺
八
八

―
　
万
　
場
　
―

畑

中

真

澄

　

人
八

石

神

尭

生

　

八
八

三
七
九
二

三
二
六
九

三
五
二

一

三
五
二
〇

三
五
二
〇

一
一一一一一
一一二

三
二
五
四

二
二
三
〇

三
二
八
五

三
〇
八
六

三
〇
九
〇

二
七
二
五

三
〇
五
二

四
〇
九
二

三
九
九

一

四
〇
九
〇

三
〇
六
〇

二
二
三
〇

三
四

一
五

三
二
〇
三

二
七
四
七

三
四
七
七

四
五

一
九

三
九
三
七

二
四
四

一

二
四

一
三

三 二 二 三 四 三 二 三 三 二 二 三 二 二 三 二 三 二 三 二 三 二

七 七 八 九 一 六 四 一 五 四 人 三 四 七 四 四 四 四 四 五 四 五
八 五 九 一 七 三 七 五 〇 三 九 三 四 五 五 一 四 一 六 三 六 〇
二 人 三 七 〇 一 五 〇 八 九 四 人 七 八 八 八 六 九 一 二 〇 三

二
〇
〇
五

二

一
人
九

二
〇
七
七

二
六

一
〇

一
一エハ
　
一　
エハ

二
七
三

一

一
一
一
一
一
一

二
六
九
五

三
五
九
〇

二

一
三
九

二
六
〇
二

二
六
九
五

一
一
一
一
一
一

一
一二ハ
　
一　
エハ

二
〇

一
九

二
三
四
九

二
〇
二

一

一
一
一
〇

一

一二
エハ
上ハ
エハ

二
二
五
〇

二
〇
四
六

一二
エハ
上ハ
エハ

一
一　
一　
一　
一

二
三
四
九

二

一
四
七

一
一
一
〇

一

二
〇
六
三

二

一
四
七

二
〇
二
八

二
六
七
九

二
〇
人
三

三
七
三
〇

三
二
七

一

一
一
一　
一
四

三 九 〇 三 〇 一 三 四 七 八 九 九 四 〇 八 九 六 六 九 六 三 七 四
二 三 六 五 四 六 七 一 一 七 二 五 〇 六 九 八 三 三 八 六 六 〇 二

七 五 二 三 三 〇 八 七 〇 〇 三 〇 六 二 〇 一 七 六 〇 三 二 五 六

三 二 二 四 四 二

七 二 七 〇 〇 二

人 八 二 三 四 三
人 四 八 一 一 六
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野

田

光

誠
　
　
八
八

―

古

道

―

細

川

　

優
（彗
）
八
八

清

水

克

巳

　

八
八

清

水

行

雄

　

八
八

歳

藤

堅

正
　
　
八
八

清

水

久

子

　

八
八

稲

葉

君

枝
　
　
八
八

平

沢

え

る
　
　
人
八

―

名
皿
部

―

有

代

真

一　
　
人
八

有

代

和

夫

　

八
八

森

下

正

則
　
　
八
八

佐
尾
チ
ド
リ
理
書
八
八

鷲

見

昭

〓
一　
　
人
八

水ヽ
谷

正

子
　
　
八
八

有

代

紀

子
　
　
八
八

―
島
―

森

藤

雅

毅
（撃
）
八
人

須

甲

甚

一　
　
人
八

山

田

長

次
　
　
八
八

森

　

数

雄

　

八
八

田

中

　

篤
　
　
八
八

奥

田

昌

明
　
　
八
八

直

井

篤

美

　

八
八

此

島

修

一
一
（理
き

八
八

雉

野

尚

子
（理
き
八
八

〓込
藤

利

雄
　
　
八
人

石

井

敏

子
　
　
八
入

此

島

吹

子

　

八
八

四
〇
二
七

二
人
六

一

二
八
六
二

三
九
〇
人

三
九
七
九

三
九
〇
八

二
人
六
三

三
八
七
三

三
七
九

一

三
二
〇

一

一二
四

一
二
一

三
五
四
四

三
四
三

一

二
六
五
四

三
七
九

一

六 五 五 五 六 六 五 七 五 六 六 六
五 〇 二 六 五 三 二 九 五 四 六 八
四 二 六 四 九 二 〇 二 四 人 七 四

平成12年度 決   算   書

(収入の部)

(支出の部)

(単位 :円 )

(単位 :円 ) (支出の部 )

平成13年度 予

(収入の部 )

算 (案 )

(単位 :円 )

(単位 :円 )

(次年度へ繰 り越 し)

積立金 360000円 (平成 7 8 910・ 11・ 12)60,000× 6回 )

適正に処理されていました。

平成13年 6月 1日

）
化
財
や
ま
と
」
第
二
六
号
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
町

一ぽ
財
保
護
協
会
　
代
表
者
　
上
松
新
逸
　
印
刷
者
　
白
鳥
印
刷

①

①

蔵

造

正

増

井

崎

村

島

事

事

監

監

編

集

後

詭

●
梅
雨
期
に
な
り
ま
し
た
が
、
雨
が

少
な
く
川
の
水
が
枯
れ
か
け
て
い

ま
す
。

●
昭
和
四
十
七
年
大
和
村
文
化
財
保

護
協
会
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
三
十

年
に
な
り
ま
す
。
会
員
皆
さ
ん
の

ご
熱
意
に
よ
り
ま
す
ま
す
発
展
し

て
い
き
ま
す
こ
と
は
ご
同
慶
に
た

え
ま
せ
ん
。

い
よ
い
よ
ご
自
愛
の
う
え
、
ご

協
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

●

「文
化
財
や
ま
と
」
第
二
十
六
号

を
お
届
け
し
ま
す
。
毎
号
畑
中
浄

園
師
の
編
集
に
よ

っ
た
こ
と
を
思

い
、
今
更
な
が
ら
そ
の
お
骨
折
り

の
大
き
か

っ
た
こ
と
を
思
い
ま
す
。

ｏ
本
号
は
見
学
記
が
少
な
く
心
配
し

ま
し
た
が
、
河
合
先
生
の

「松
尾

寺
と
大
黒
天
」
と
山
内
孝

一
さ
ん

の

「古
寺
を
訪
ね
て
」
、
前
田
和

美
さ
ん
の
「文
化
財
見
学
の
記
録
」

に
よ
り
研
修
欄
を
う
め
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
三
氏
に
厚
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

ｏ
本
会
報
の
発
刊
が
大
変
遅
れ
ま
し

た
こ
と
を
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
日
毎
に
暑
く
な
り
ま

す
が
、
ど
う
か

一
層
の
ご
自
愛
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（土
松

記
）

項 目 予算額 前購 額| J嗜』     ||||| ||| || 1 減 摘||■要|

前年度繰越金 12,342 63,941

費 1,435,000 1,391,000

卜費£ 309000 ∠ゝ1000
正会員 2,000× 147名

家族会員 1000× 15名

1剛
類 費 1,126,000 1,081,000 45,000

ロリ景石升1,7.000× 40

宿泊研修27.000× 30

役員会   36,000

補  助  金 0 大和 町より

寄  付  金 10000 ∠ゝ20000

諸  収  入

1621400 1533410 87990

| ,1ヨ 目 予算 額 決 算額 ||||:|||||:|||||||||||||1減 鏑 ■ 1硬

前年度繰越金 12.342 12,342 0

費 1,934,000 1,391,000 543,000

会 員 費 322000 12000
正会員 2,000× 148名

家族会貝 1.000X14名

特別会員費 1,612,000 1,081,000 531,000

日帰研修

宿泊研修

役員会

補  助  金 100,000 0 大和町より

寄  付  金 1000 ∠ゝ29000

諸  収  入 預金利子

計 2047500 1533410 514090

瑣 目 予 1算 額 1前年度決算顆 チ曽|||| |  | l ヵづこ オ百薔
|‐

|| |‐

||  | |||||| |1嘔
g唇

議  費

1総 会 費 15000 10000 5000

1役 員 会 費 16,369

業  費 1431000 1284728 146272

研 修 費 1,286,000 1,192,328 93,672

日帰研修 360.000

宿泊研修 890,000

役員会   36.000
(内研修助成含160000'

報発行費 92.400

事 業 費 0
文化燃 見学

(500× 100名 )

事 務 局 費 0

1消 耗 品 費 0

1通 信 費 0

1旅 費 0 0 0

県 本部 会 費 0
県

郡

64.000

20000

積  立  金 60000 0 重要資料出版基金の積立

予  備  費

計 1,621,40( 1457127 164,273

平成12年 度の歳入・歳出経理について監査を行った結果、

項 目 予算 額 決算 額 増  |‐ 111111illllll: 摘 | |||||         | :霞 :

会  議  費 33.631

1総 会 費 10000

1役 員 会 費 16.369

業  費 1.847.000 1,284,728 562.272

研 修 費 1,712,000 1,192.328 519,672

日帰研修 366.001

宿,自 研修 790,217

役員会   36110
(内 研修助成含 94218)

会報発行費 92,400 ′ゝ12,400

事 業 費 0

事 務 局 費 0

1消 耗 品 費 0

1通 信 費 0

1旅 費 0 0 0

会費 (県・郡 )
∠ゝ20,000

県

郡

64()00

20,000

積  立  金 0 重要資料‖版基金の積立

予  備  費 14,500 12470

△
口 計 2,047,500 1,457,127 590373

収入 1,533,410円 ― 支出 1,457,127=76,283円
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